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１１１１    療育方針療育方針療育方針療育方針        

地域での豊かな生活をめざして 

自閉症およびアスペルガー症候群等の（以下自閉症等とします）子どもたちが、家族や地域の人たち

とともに、より豊かで幸せに暮らし、自尊心をもって自立した生活ができることをめざし、保護者と

の協働によって、その基礎を就学前に築きます。 

 

（１）自閉症の特性理解 

まず一番身近な保護者が自閉症等の特性について正しく理解し、早期からその特性に配慮された日常

生活が行われるよう支援します。 

（２）個別の評価と目標設定 

一人ひとりの子どもの発達プロフィール、生活スキル、行動特性を個別にていねいに評価し、保護者

と情報を共有します。その上で、個別の支援プログラムを保護者と共に立案し、同じ目標をもって取

り組みます。 

（３）支援方法のモデルの提示 

療育の取り組みの中で、個別の目標に合わせた具体的でわかりやすい支援方法のモデルの提示を行い

ます。 

（４）家庭や地域への発展・応用 

療育場面で身に付けたことを、家庭や地域といった子どもの実際の生活の場へ段階的に広げていくこ

とをめざします。そのために地域に出かけての療育の実施や、保護者研修などのプログラムを用意し

ています。 

 

２２２２    療育の流れ療育の流れ療育の流れ療育の流れ    

    

事前情報の収集   質問紙による 

 

 

評 価   ・発達検査 

・行動観察 

・保護者からの聴き取り  

 

説 明 面 接    ・家族のニーズ確認 

・評価結果の説明 

・療育についての説明 

個別の支援プログラムに基づくグループおよび個別療育   

  

（１）（１）（１）（１）評価・説明面接評価・説明面接評価・説明面接評価・説明面接    

療育開始に先立ち、全ての療育児について、行動観察と発達評価を実施します。 

  母子同室での行動観察・保護者からの聴き取りと、PEP-3（自閉症児・発達障害児教育診断検査）

を用いて評価します。 

評価の後に、説明面接の日時を別途設定し、療育に対する家族のニーズを確認し、評価結果の説明

と療育の概要を説明します。 



（２）（２）（２）（２）個別個別個別個別支援支援支援支援プログラムの立案プログラムの立案プログラムの立案プログラムの立案    

支援プログラムの立案は、保護者と一緒に一人ひとりの子どもに応じた個別の年間目標と短期目標

(６ヶ月ごと)を作成します。 

具体的には、年齢に応じた生活全般の課題（コミュニケーション･社会性・身辺自立・余暇等）から

優先させる課題を家族のニーズ、検査結果等から相談しながら決めていきます。 

次に、わかりやすい環境で、成功体験を積み重ねながら次のステップを踏んでいくことができるよ

うな支援目標にします。また、将来必要になるであろうと思われる課題についても相談しながら立

案していきます。 

 

（３）（３）（３）（３）療育プログラム療育プログラム療育プログラム療育プログラム    

 

①療育の週間スケジュール 

療育の時間帯 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

１０：００～１１：００ 療育 療育 療育 研修日 療育 

１３：００～１４：００ 療育 療育 療育 療育 

１５：３０～１６：３０ 療育 療育 療育 療育 療育 

（※曜日・時間については、変更する場合があります） 

＊１グループ定員 2～3 名、隔週 1 回 1 時間の療育となります。 

   保護者指導は、保護者の方のみが対象となり、当日の託児はいたしませんのでご了承下さい。 

 

②保護者への支援 

 療育は、保護者同室で行います。Ｓｕｎのスタッフがモデルを示し、家庭や地域で取り組めるように

保護者も参加して行います。また、保護者の方の悩みや不安等の相談にも応じます。 

 

③プログラム内容 

 個別支援プログラムに沿いながら、毎回の療育で評価を繰り返し、お子さん一人ひとりに柔軟に対応

していきます。 

 

・身辺面・身辺面・身辺面・身辺面    

 着替え、歯磨きや洗面、排泄関連等が自立して行えるように支援します。 

 

・スケジュール・スケジュール・スケジュール・スケジュール    

 これから行う活動、終わった後の活動等に見通しが持てるように、お子さんの理解に応じた設定で支

援します。また、活動の終わり方や場面の切り替え等もあわせて支援します。 

 

・自立課題・自立課題・自立課題・自立課題（対面課題も含む） 

 自立して課題に取り組めるように支援します。課題の内容は、お子さんの評価やニーズに合わせなが  

 ら将来も見据えて設定します。対面課題は、コミュニケーション支援も含めながら支援します。 

 

・余暇・余暇・余暇・余暇    

 お子さんの興味・関心から余暇を開発し、遊び方の支援を行います。社会性とも関連しますが、グル

ープでの活動やルール等も合わせて支援します。また、お手伝い等の家事関連の支援も行います。 

 

・コミュニケーション・コミュニケーション・コミュニケーション・コミュニケーション    

 療育の活動中に、様々な場面設定を行い、コミュニケーション技術の向上を目指します。 

 

・社会性・社会性・社会性・社会性    

 グループ活動や近隣の社会資源の活用等を通じて行います。 

 

 



３３３３    利用料利用料利用料利用料    

        児童発達支援、または放課後等デイサービス利用について厚生労働省が定める負担額と施設利用料。 

 ※その他、プログラムの内容によっては、実費を徴収させていただく場合があります。 

    

４４４４    保護者指導保護者指導保護者指導保護者指導    

療育を受けられる保護者の方を対象に、障がい特性の理解から、援助の視点と方法を学習する場と

して、月 1 回、１０時～１２時で行います。 

 

 参考例「平成２３年度年間プログラム」 

月月月月    テーマテーマテーマテーマ・内容・内容・内容・内容    月月月月    テーマテーマテーマテーマ・内容・内容・内容・内容    

    ５５５５    

「障がい特性の理解」 

・感じ方、見え方、聞こえ方等につ

いて 

１１１１１１１１    

「お家での取り組み」 

・情報交換をします。 

    ６６６６    

 「子どものことをもっと知ろう」 

・お子さんの力を正しく把握するた

めに、評価の仕方と課題分析につ

いて学習します。 

１２１２１２１２    

「コミュニケーション支援」 

・コミュニケーション全般について学

習します。（自発・伝え方・相互性・ 

 ＰＥＣＳ等） 

    ７７７７    

「就学について」 

・今年度入学された保護者をお呼び

して進路について話し合います。 

 

    １１１１    

「余暇の過ごし方」 

・遊びとお手伝いについて 

・お手伝いはグループで実習 

    ９９９９    

「子どもにわかりやすく伝える工  

 夫」 

・障がい特性の理解から特性に応じ

た支援のために「構造化」につい

て学習します。 

    ２２２２    

「行動上の問題の理解と対応」 

・行動上の問題に対する理解の仕方

と支援方法について学習します。 

１０１０１０１０    

「自立課題つくろう」 

・課題の設定、作り方、教示の仕方

を学習します。 
    ３３３３    

「実践報告会」 

・家庭での取り組みを発表します。 

 


